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第１ 静岡県委託による避難シミュレーションについて 

１ 概要 

静岡県は，三菱重工業株式会社に委託し，「浜岡原子力発電所の原子力災害

に係る避難時間推計業務」の報告書を提出させている（甲 E７２）。 

 その目的は「福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ，静岡県殿の広域避

難計画策定等の支援を目的とし，浜岡原子力発電所周辺住民が原子力災害時に

広域避難することを想定した避難時間推計のシミュレーション計算を実施し

たもの」とされている（同２頁）。 

 原発において，広域避難計画が策定されなければならないことは言を待たな

い。電力事業者や国がいかに過酷事故は起きないと強調しても，想定外の事故

が起きうることは既に証明されたとおりであるが，このような事態が発生した

場合，周辺住民が生命身体に対する重大な危険を回避しうる手段を持たなけれ

ばならないことは，原告らを含む周辺住民の憲法上の権利である。「個人の生

命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、

その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり

(13 条、25 条)， また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法

制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。」（２０１４年

５月２１日大飯原発差止事件判決） 

米国においては，緊急時計画は、許認可発給条件の一つとなっており、建設

許可申請時に提出する予備安全解析書（PSAR）には予備的な計画が、また、

運転認可申請時に提出する最終安全解析書（FSAR）には最終的な計画が必要

となる。 

 そして、放射能が放出される緊急事故時に十分な防護措置が取られる保証が

あるとＮＲＣ（Nuclear Regulatory Commission・原子力規制委員会）が判断

しなければ、原発の運転が許可されず、十分な緊急時計画を許可条件としてい

る。 
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このように、米国においては、妥当で実行可能な緊急時計画の策定が原子力発

電施設の運転許可条件になっており、ＩＡＥＡの要求する５層目の防護が規制基

準とされているのである。 

 実際に、米国ニューヨーク州ロングアイランドにあるショーラム原子力発電所

は、自治体や住民が同意できる実効性のある緊急時計画を策定できず、最終的に

は商業運転を行う前に廃炉が決定された。 

 憲法及び米国の例に照らしたとき，本件浜岡原子力発電所においても，実効性

のある避難計画が策定されなければならない。そして，実効性があるかないか，

その判断基準は，「住民が生命身体に重大な危険性のある被爆を受ける前の時間

軸において，現実に避難可能な計画となっているか否か」以外には定立のしよう

がない。 

 以下，現時点で具体化されているところの前記報告書に記された避難計画シミ

ュレーション（以下「シミュレーション」という）を検討するが，静岡県が先に

策定した静岡県地震被害第４次想定に照らしたとき，このシミュレーションは，

地震被害を想定すれば，避難計画を策定することは不可能であることを示した以

外には，何の役にも立たないものであって，単なる県費の無駄遣いとしか評価し

ようがないものである。 

２ 避難対象区域 

このシミュレーションにおいては，避難指示の対象区域を以下の３つに大

別している。 

ア PAZ 

Precautionary Action Zone，「予防的防護処置を準備する区域」 

発電所の事故状況に応じ，即時避難を実施する等，放射性物質の環境

への放出前の段階から予防的に防護措置を準備する区域。浜岡原子力発

電所から概ね５km 圏内とされ，御前崎市全域と牧之原市のうち県の指

定する地区とされている。 
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イ UPZ  

Urgent Protective action planning Zone,「緊急時防護措置を準備す

る区域」 

事故の不確実性や急速に進展する事故の可能性を踏まえ，確率的影響

のリスクを最小限に抑えるため，緊急時防護措置を準備する区域のこと

を指す。浜岡原子力発電所から概ね３１km 圏内とされ，牧ノ原市（PAZ

を除く全域），森町・島田市・藤枝市・磐田市のうち県の指定する区域，

吉田町・掛川市・菊川市・焼津市・袋井市の各全域とされている。 

ウ 影の避難 

避難指示の範囲に指定されない築の住民の一部が自主的に避難を開始

すること。 

３ 避難手段 

各世帯１台の自家用車での避難が想定されている。原子力発電所の立地・

隣接市町においては電車などの公共交通機関が存在しないこと，JR 東海道

線の沿線各都市でも，大規模災害発生時には，JR が災害によって不通とな

っていることが容易に想定しうるところから，現実的想定としては，自家用

車による避難が最もありうるところであろう。 

４ 避難時間 

先行避難割合や影の避難割合など諸条件を変化させた上で５㎞圏避難退避

時間，３１㎞圏退避時間について解析を行っている。５㎞圏退避時間（１０

０％）は概ね４～１４時間，３１㎞圏退避時間（１００％）は概ね３０～４

０時間となっている（４８頁）。 

５ インフラの被害想定 

  このシミュレーションの致命的欠陥は，周辺地域の津波しか考慮していな

いことである（２５頁）。原発に被害が発生するような事態は，プレート境界型

の大地震による場合がもっとも考えられるところであり，シミュレーションにお
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いても 

「内陸部の被害については，以下の被害が考えられる。 

● 家屋倒壊などによる道路閉塞 

● 都市火災などの発生による通行不能 

● 道路損傷（路肩被害，斜面崩壊，局所的な陥没，橋脚の落橋など）」 

としながら， 

「A）被害発生箇所の推定が困難であり，これを取り扱うことは避難時間推計

の不確定性を増加させ，本来の避難安全上の問題の検討が困難になる 

B）自然災害が起因自称となり原子力災害が発生する場合は，自然災害の発生

から原子力災害の発生までに一定の時間猶予があるものと考えられ，その間に

最低限の補修作業を行うことで，通行可能とすることも可能である」 

との理由でもって，沿岸部の津波被害のみを限定的に考慮するにとどめている。 

 しかし，A はまったく理由とならない。静岡県作成の第４次地震被害想定で

も具体的な指摘がなされており，これを考慮しないシミュレーションなど，シミ

ュレーションの名に値しない。机上の空論という言葉さえも生ぬるい。無責任極

まりない主張であり，静岡県は，まさに「金をどぶに捨てた」も同然である。 

 B も，やはり無責任の極みである。この報告書が作成されたのが平成２６年

３月，そして，富士川断層などの地盤変化により，緊急車両の通行が可能になる

まで１週間以上（甲 B６３・７頁），一般車両にいたっては長期間（１ヶ月以上）

幹線道路が通行止めされることを予想した静岡県第４次地震被害想定が発表さ

れたのが平成２５年１１月である。この第４次地震被害想定と矛盾する理由でも

って，もっとも困難な作業を平然と回避したシミュレーション業者の責任感のな

さに唖然とするばかりである。 

第２ 検討 

１ 根本的欠陥 

前記のとおり，静岡県が民間委託して作成させたシミュレーションには根
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本的な欠陥がある。津波以外の原因による道路の障害・閉鎖を一切考慮して

いない点である。 

当然のことではあるが，東日本太平洋沖地震をみれば，主要幹線道路自体

が閉鎖されたり，通行に支障がある箇所が出現した。 

静岡県においては地形の関係上（後記３参照），より大きな道路被害が想定

される。静岡県自身がこれに先だって公表した静岡県第４次地震被害想定に

おいても，広範な被害予想を行って起きながら（後記３（３）参照，これは

無視している。繰り返すが，前記シミュレーションは，まさに何の役にも立

たない机上の空論であって，このような代物に多大な県費を費やしたことに

疑問大とせざるを得ない。 

その価値は，これほど非現実的な想定でも，３１㎞圏から脱出するのに３

０～４０時間もかかる，という程度のものでしかない。 

以下，避難におけるぼとむボトルネックとなりうる事象を具体的に検討する。 

２ 東北地方太平洋沖地震における交通網の被害状況 

（１）道路 

東北地方太平洋沖地震当時において，最大震度６弱の揺れであったにも

かかわらず，東北自動車道，常磐自動車道などの自動車道は大きな被害を

受けた。道路本体・路面の崩落 2 箇所，道路本体の大規模クラック 13 箇

所，路面の陥没 23 箇所（最大深さ 30 センチ），2 センチ以上の路面の段

差 174 箇所（最大 100 センチ），橋梁支承部の損傷 3 橋 5 支承，橋梁ジョ

イント部の損傷 46 橋 56 箇所が発生した。また，インターチェンジ（以

下「IC」と表記する）も， 仙台東部道路 仙台港北 IC、名取 IC が津波

の影響により利用できない状態となり，東北道 岩槻 IC については橋梁支

承部が損傷、常磐道 山元 IC では路面へのクラックが多数発生した（甲

B５９）。迅速な復旧がなされたとはいえ，盛り土が崩壊した路面の復旧

には３～６日間を要している。 
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そして，福島第 1 原発事故の影響で常磐自動車道（常磐富岡 IC～いわ

き四倉 IC 30 キロ）は立ち入りさえできず，、詳細な被害状況は確認すら

出来なかった。 

国道の復旧にも１日を要している。 

（２）その他の交通網 

電車・新幹線は，１０日間を過ぎてもようやく復旧率は５０％であった

（甲 B６０）。 

３ 静岡県の場合 

（１）山間部・海の隣接部 

静岡県で震災が発生した場合，中部地方の住民は事実上東西にしか避難

できない。南は海，北は山間部であり，北への道路は，事実上国道５２号

線しか存在せず，隘路で，台風等でも崖崩れ等で遮断されることが多く，

交通は期待できない。 

 

東西に伸びる国道１号線バイパス並びに東名，新東名が避難路となると
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考えられるが，東方向には極めて脆弱性の高い場所が存している。 

由比付近である。ここは，東名・国道・新幹線・在来線がいずれも海に

極めて近い場所を通っており，台風の際にも東名・国道などはしばしば通

行止めになる。 

しかもこの場所は，安政東海地震によって地盤が隆起して海岸となった

ところとして有名なところであり，プレート境界型の大地震が発生した場

合には，段差が生じて大きな被害が起きる可能性がある。 

 

海岸隆起前の由比さった峠 
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東名・国道１号線バイパス：現在の由比さった峠 
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仮に南海トラフの巨大地震が発生した場合には，３ｍ前後の津波が襲来

することが予想されており（甲 B６１），橋脚・法面等に障害が発生し，復

旧に時間を要することが予想される。M8.4 の地震が駿河湾で発生した場合

には，由比地区には１０m 以上の津波襲来も予想され，東名高速道路を越

えるとされている（甲 B６２） 

上：由比さった峠付近ハザードマッ

プ 

 

左：由比ハザードマップ 
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一方，西については，国道１号線及び東名高速道路は島田から掛川付近

で山間部を多く通過している。したがって，法面が崩落する箇所が多く見

られ，交通が寸断されることが予想される。 

国道１号線バイパス・島田 

国道１号線バイパス・掛川 

新東名・掛川市 
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（２）河川 

 浜岡３１㎞圏から東西に避難する場合，東は安倍川，富士川，西は大井

川，天竜川という川幅の広い河川が存在する。 

 

手前から国道１号バイパス・新幹線・東海道線・一般道・東名・新東名：富士川 

 

 これらの橋脚が河川を遡上する津波や，地震動の揺れによって被害を受

けた場合，国道１号線・東名高速道路などの橋脚が全面的に被害を受けれ

ば陸路での避難は不可能になる。 

 特に，富士川付近は，上記写真のとおり，海岸から隣接した場所に主要

道路及び JR の橋が集中している上に，次図のとおりまさに「富士川河口断

層帯」が存在しており，静岡県の第４次地震想定では，落橋を含めた大き

な被害が想定されている（甲 B６６・１１１頁）。 

 平成２２年に行った静岡県による富士川河口断層帯の評価によれば，「地

震時の変位量は７ｍ程度またはそれ以上」とされている（甲 B６７）。 
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 地震防災対策特別措置法によって総理府（当時・現在は文科省所属）に

設置された地震調査研究推進本部の研究によれば，西側と東側で１０m 程

度の隆起を予想している（甲 B６８）。 

地震調査研究推進本部 HP より：富士川河口断層帯の所在 
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 いかなる構造物といえど，７～１０m もの隆起（変位）が地盤面に生ず

れば，大規模被害を免れることはできず，この規模の被害となれば，静岡

県が予想するように，震災発生後，１ヶ月でも復旧していない可能性は高

いであろう。 

 また，全ての橋ではなくとも，国道１号線あるいは東名高速道路という

主要道路２つの橋のいずれか一つでも通行不能となれば，残りに車両が集

中し，大渋滞が発生することは容易に予想される。 

４ 静岡県第４次地震被害想定 

（１）概要 

 静岡県は，平成２５年１１月，第４次地震被害想定を発表した（甲 B６

３～６６）。そこでは，駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生するレベル１の

地震・津波（１００～１５０年に一度），レベル２の地震・津波（レベル１

より一桁以上低い発生頻度）による被害想定がなされている。 

     概要（甲 B６３・４頁）によれば（太字・下線は原告代理人）， 

「道路施設（緊急輸送路）は、橋梁の落橋や富士地区、中部（沿岸部）地

区で大きな地盤変位に伴う被害などが発生した場合には、緊急輸送が可能

になるまで発災から１週間以上を要する可能性がある。レベル２の地震・

津波の場合には津波浸水により不通となる区間が増加する。 

○鉄道施設は、富士地区、中部（沿岸部）地区で大きな地盤変位に伴う被

害が発生した場合や震度７となる地域のＪＲ在来線・私鉄などで、運行再

開まで発災から 1 ヶ月以上を要する可能性がある。 

○港湾施設では、耐震強化岸壁を活用し、４日目以降に緊急物資の海上輸

送が行われる。レベル２の地震・津波の場合には短期間での復旧が困難と

なることも考えられる。 

○静岡空港は、地震発生直後に安全確認のため一時的に閉鎖するが、空港

運用に支障がないと判断した時点から運航を再開する。 
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（２）交通に関する時系列のシナリオ 

ア 災害発生期 

・東名高速道路と新東名高速道路は断層変位の影響等を除けば構造自体に

大きな被害は発生しないが、点検・規制のため通行止めとなる。 

・幹線国道やその他道路は、地震動・液状化による構造物被害、路面被害、

電柱・歩道橋等工作物被害、山・崖崩れ、建物倒壊による影響、津波浸水

等により、多くの箇所で通行不能となる。 

・富士川河口断層帯で、大きな断層変位が生じた場合、周辺の高速道路や

幹線国道等では、道路構造物に大変形が生じ、通行止めとなる可能性があ

る。 

・高規格幹線道路等から離れた地域では、大きな被害を受けた場合の応急

対策が遅れる可能性がある。 

【最大クラスの場合】 

・沿岸部の緊急輸送路では、津波浸水により、より多くの区間で不通とな

る。 

イ 応急普及期（２，３日後～） 

〇不通の継続 

・一部の幹線国道においては､不通区間が残るものの､浸水エリアに進入

するルートが概成する。 

・その他の道路では､山間部、沿岸部で山･崖崩れや津波浸水等による不

通区間が発生し、孤立する地域がある。 

(*)大きな断層変位により東名高速道路・新東名高速道路の道路構造物に

著しい変形が生じた場合、不通期間が継続する。 

★以下の状況となった場合、高速道路･東西幹線国道が長期的に不通とな

り、緊急輸送ルートとして活用困難となる。 

・東名高速道路・新東名高速道路が､富士地域での大きな断層変位による
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道路構造物の大変形により不通となる。 

・大規模車両事故等により発生した危険物の流出､トンネル内火災､道路

構造物の損壊､大量のがれきの処理に半月程度を要する。 

【最大クラスの場合】 

・沿岸部の緊急輸送路を中心に、より多くの区間で不通期間が継続する。 

・高速道路･東西幹線国道が緊急輸送ルートとして活用困難な場合、広域

的な緊急輸送を海上輸送で代替する。海路の活用も困難な場合、航空機・

ヘリを中心的に活用する。 

〇交通規制 

・東名高速道路・新東名高速道路においては、交通規制により緊急自動

車･緊急通行車両のみ通行可能となる。 

・幹線国道・その他道路の一部においては、交通規制により緊急自動車・

緊急通行車両のみ通行可能となる。 

ウ 復旧・復興期（１ヶ月後） 

・東名高速道路､新東名高速道路は一般車両を含めて通行可能となる。 

・幹線国道は概ね通行可能となるが、一部区間で不通が継続する。橋梁の

被災箇所では、仮橋により一部の車両のみ通行可能となる。 

・その他道路では、不通箇所の迂回等により交通が概ね確保される。交通

渋滞が解消に向かうが、輸送機能は低いままである。 

・山間部の孤立は道路啓開により概ね解消するが、一部区間で不通が継続

する。 

・大規模事故が発生した場合、処理に時間を要するため不通が継続する。 

・中山間地域での土砂災害が多発した場合、孤立の解消に時間がかかる可

能性がある。 

・大きな断層変位により東名高速道路・新東名高速道路の道路構造物に著

しい変形が生じた場合は、仮橋や迂回等による緊急通行車両のルート確保
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や、大変形部等の復旧作業を継続する。 

５ ３１Km圏避難時間 

前記のとおり，道路の障害を想定していない静岡県の想定においても３０

～４０時間が想定されている。 

中部地方からは南北に避難することは事実上不可能であり，東西にしか避

難しえないこと，交通が遮断されやすい山間部，河川が多いことを考えれば，

３１km 圏内の住民が避難に要する日数は３０～４０時間であることは不可

能である。現に静岡県の第４次地震被害想定においては，緊急輸送が可能に

なるまででさえ，「１週間以上」を要するとされているのである。 

同想定では，道路施設被害や鉄道施設被害の影響度ランクを下図のとおり

AA から C までの４つに分類している（甲 B６６・９９，１０２頁：上・道路，
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下・鉄道）。 

そして，大きな断層変位による変形が生じた場合，道路においては 1 ヶ月

後であってさえ，東名・新東名も復旧作業が継続中とされ，幹線国道ですら，

通行可能一般車両の通行は困難とされているのである（甲 B６５・２５頁，甲

B６６・１１１頁）。 

鉄道も同様である。断層変位，津波浸水を考慮した場合，新幹線，在来線

とも復旧までに１ヶ月を要するとされている（甲 B６６・１０３頁）。 

つまり，大規模地震によって浜岡原発で原子力災害が発生した場合，住民

の避難は長期間に渡って不可能というのが，結論なのである（しかも，この想

定は，レベル１の１００～１５０年に一度レベルとレベル２でほぼ変わりはな

い）。   
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６ 避難不可能による帰結 

以上によれば，静岡県の地形・断層を考慮したとき，実効性のある避難計

画を策定することすら不可能であることは明白である。我々は逃げられない。 

そして，原子力災害においては，時間の経過によって被爆は累積する。 

３１km 圏内約１００万の住民は，避難のすべもなく被爆をし続けることとな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それは浜岡原発から約４５km の地点に，まさに現在存在している，原告，

原告代理人，被告代理人並びに裁判官を含む裁判所にいる人間とて例外ではな

い。自分だけが逃げられる，という保障などどこにも存在しないのである。 
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以上 

浜岡原発 

静岡地裁 


